
広報つべつ　2023年 8月号 広報つべつ　2023年 8月号 22

ごみ広報 津別町・津別町環境衛生推進協議会
問い合わせ先　住民企画課　住民環境係　12番窓口　☎77－8377

８月のリサイクル回収を実施します

お供え物はお持ち帰りください

ペットの飼育マナーを再確認しましょう

　もう一度着れる、使えるものを目安としてリサイ
クル回収を行います。
　汚れや臭いのひどいもの、破れているもの、濡れ
ているもの、布団、カーテン、ドレス衣装、和服一
式、下着などは回収できません。
※洋服を入れていた袋、油を入れていた容器は、　
　持ち帰っていただきます。

　これからお盆の時期を迎え、お墓参りに行かれる方が多くなりますが、お墓参りをされ
た後はお供え物や掃除道具は持ち帰るようにしてください。特にお供え物は放置している
と腐敗による害虫発生や野生動物に荒らされる危険性があります。また、山間の墓地では
熊の餌場となる可能性があります。お供え物のお持ち帰りにご協力をお願いします。

　歩道や住宅付近に犬のフンやおしっこが後始末されていないと問い合わせが増えています。
●ペットのトイレは歩道や住宅前ではさせないようにしましょう！
●ペットの散歩時にはフンを入れる袋を持って、必ず持ち帰って処分しましょう！
　マナーを守ってきれいなまちづくりをお願いします。

日　程　８月１９日（土）
時　間　午前９時～１１時まで
場　所　スポーツ交流館（旧島崎家具店）
回収物　●衣類　●バッグ　●靴　●子供服
　　　　●タオルケット　●毛布　●食用廃油

　今年で７８回目の終戦記念日を迎えます。
しかし、今なお広島・長崎の原爆の後遺症に
苦しむ多くの人たちがいます。核も戦争もな
い平和な世界は人類の願いでありますが、戦
争や紛争が繰り返されています。
　津別町は、平成１０年９月に右記の「非核・
平和の町宣言」を行い、核兵器の廃絶を訴え
ています。
　また、平成１４年には幸町の忠魂碑跡地
に「平和の碑」を建立し、
恒久平和の実現を願って
います。さらに平成２１
年に、連帯して世界恒久
平和の実現を願う「平和
市長会議（現・平和首長
会議）」に加盟しました。

「非核・平和の町宣言」の決議
　世界の恒久平和と豊かで安全な地域環境を守ること
は、全世界の共通の願いであります。
　この切なる人類の願いにかかわらず、今なおこの地球
上には大量の核兵器が蓄積され、核実験・核競争が行わ
れ、この脅威から解放されておりません。核兵器の使用
は地球を破壊し、すべての人類、すべての文明を破滅さ
せるものであります。
　世界唯一の被爆体験国である日本国民は、この過ちを
再び繰り返さないために、核兵器の廃絶を世界に訴え続
け、核競争に歯止めをかけなければなりません。
　愛林の町を宣言している私たち津別町民は、緑豊かな
自然と郷土を守り子孫に伝えるためにも、非核三原則の
作らず・持たず・持ち込ませずの理念を尊守し、恒久平
和の実現を願い、ここに「非核・平和の町宣言」をする。
　以上、決議する。
　平成１０年９月２５日　　北海道網走郡津別町議会

核のない平和な世界を願って

平成 14 年に建立
された「平和の碑」
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年金 ミニ 知識
戸籍年金係8番窓口　☎77－8378

新型コロナウイルス感染症の影響による
減収を事由とする国民年金保険料の免除
等の臨時特例措置の終了について
　令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感
染症の影響により収入が減少し、所得が国民年
金の免除相当程度まで下がった場合の臨時特例
措置による国民年金保険料免除・納付猶予につ
いて、今般の感染拡大防止と社会経済活動の両
立を図るウィズコロナの考え方、新型コロナウ
イルス感染症による休業要請や外出制限等の措
置が実施されなくなるといった動向等を踏ま
え、令和４年度分（令和５年６月分まで）の申
請をもって終了することとなりました。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響によ
らず、失業や所得が少ないなど保険料を納める
ことが困難な場合は、臨時特例措置によらない
国民年金保険料の免除等の申請が可能です。

〔過去の期間の免除等の申請について〕
　臨時特例措置は終了となりましたが、申請月
の２年１カ月前の月分から令和４年度分の申請
までさかのぼって申請することができます。
　免除等の承認を受けずに保険料が未納の状態
で、怪我や病気で障がいや死亡といった不測の
事態が生じると、障害年金や遺族年金を受ける
ことができないことがあります。臨時特例措置
による免除等の申請を希望する場合は、速やか
に手続きをしてください。

【問い合わせ先】
北見年金事務所　☎０１５７－２５－９６３５




